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蛮
の
問
題
を
中
心
と
し
て
み
た
六
朝
期
段
階
に
お
け
る
各
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
(そ
の
二
)

川

本

芳

昭

序
言

一
節

河
南
と
准
北

二
節

准
南

三
節

長
江
下
流
域

四
節

福
建

(以
上
前
稿
)

五
節

江
西

六
節

湖
北

七
節

湖
南

(以
上
本
稿
)

八
節

陳
西
漢
中

・
四
川

九
節

雲
南

・
貴
州

十
節

広
東

・
広
西

本
稿

は
先
に
同
名
の
表
題
の
も
と
に
発
表
し
た
拙
稿

(史
淵

=
二
二
輯
、

一
九
九
五
年
)
の
続
編
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
前
稿
で
は
河
南
、
准

北
、
准
南
、
長
江
下
流
域
、
福
建
の
各
地
域

に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
五
節
～
七
節
ま
で
の
江
西
、
湖
北
、
湖
南

の
各
地
域

に
つ
い

て
同
様

の
視
角
か
ら
考
察
す
る
。

1

南
康
掲
陽
蛮
反
、
郡
県
討
破
之
。

(宋
書
巻
三
武
帝
紀
下
、
永
初
二
年
、
四
二

一
年
正
月
條
)

南
康
郡
掲
陽
県
は
現
江
西
省
輯
州
政
区
に
属
す
る
寧
都
東
南
、
梅
江
上
流
、
福
建
江
西
両
省
の
境

・
武
夷
山
脈
西
麓

に
位
置
す
る
。
宋
書
巻

三
六
州
郡
志
、
江
州
、
南
康
郡
の
條

に
、
「
陵
陽
男
相
、
呉
立
日
掲
陽
。
晋
武
帝
太
康
五
年

(二
八
四
年
)
、
以
西
康
掲
陽
移
治
故
破
陽
県
、
改

五
節

江

西

分

布



日
肢

県
。
然
則
破
陽
先
已
為
県
　
。
後
漢
郡
国
無
。
疑
是
呉
所
立
而
改
日
掲
陽
。
L
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
掲
陽
県
が
孫
呉
の
時
代
に
設
置
さ

れ
た
新
県
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2

於
江
州
新
薬
高
塘
、
立
頒
平
屯
、
墾
作
蛮
田
。

(梁
書
巻
三
、
武
帝
紀
下
、
大
同
八
年
、
五
四
二
年
三
月
條
)

こ
の
時
代
の
国
家
権
力

に
よ
る
蛮

の
討
伐
は
、
蛮

の
も

つ
田
土
の
略
取
を
と
も
な
う
こ
と
が
あ

っ
た

(拙
稿

「
六
朝
期
に
お
け
る
蛮
の
漢
化

に
つ
い
て
」
(史
淵

一
一
八
輯
、

一
九
八

一
年
)
第

一
節

「国
家
権
力

に
よ
る
蛮
討
伐
と
そ
の
狙

い
」
参
照
)
。
宋
書
巻
七
七
沈
慶
之
伝
に
、
蛮

討
伐
中
の
沈
慶
之
の
言
葉
を
伝
え
て

「去
歳
蛮
田
大
稔
、
積
穀
重
巖
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
蛮
田
は
蛮

の
保
有

し
た
田
土
で
あ
る
と
考
え

ら
れ

る
。
江
州
は
南
斉
書
巻

一
四
州
郡
志
に
よ
れ
ば
、
尋
陽
、
豫
章
、
盧
陵
、
鄙
陽
、
安
成
、
南
康
、
南
新
察
、
建
安
、
晋
安
の
各
属
郡
よ
り

な

っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
新
察
郡
の
名
は
み
え
な

い
が
、
南
新
察
郡
の
属
県
に
蛮
が
多
数
存
在
し
た
陽
唐
左
県
が
存
在
す
る
こ
と
を
も
勘
案
す

る
と
、
こ
の
新
察
は
南
新
薬

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
南
新
察
郡
は
江
西
省
九
江
市
の
西
北
に
あ

っ
た
。

3

以
安
成
所
部
広
興
六
洞
、
置
安
楽
郡
。

(陳
書
巻
二
高
祖
紀
下
、
永
定
二
年
、
五
五
八
年

一
二
月
條
)

安
成
郡
の
属
県
で
あ
る
広
興
県
は
湖
南

・
江
西
両
省

の
境
、
現
江
西
省
蓮
花
県
の
南
に
あ

っ
た
。
こ
の
地
域
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
該
時

代
よ
り
後
に
お
い
て
も
蛮
が
存
在
し
た
地
域

で
あ
る
。

4

時
新
呉
洞
主
余
孝
頃
挙
兵
応

(瀟
)
勃
。

(陳
書
巻
八
周
文
育
伝
)

新

呉
県
は
現
江
西
省
奉
新
県
の
西
に
位
置
し
た
。
「洞
主
」
と
は
蛮
洞

の
リ
ー
ダ
ー
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、
隋
書

巻

六
八
何
稠
伝
に

「
洞
主
莫
崇
」

の
例
も
あ
る
。
新
呉
洞
主
余
孝
頃
の
専
伝
は
当
該
時
代
の
史
書
に
は
み
え
な

い
が
、
史
書
に
散
見
す
る
彼
の
事

跡
を

ま
と
め
る
と
、
梁
末
、
南
江
州
刺
史
と
し
て
薫
勃
、
王
琳
に
与
し
、
永
定
二
年

(五
五
八
年
)
七
月
、
陳
に
捕

ら
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
陳

朝
の
官
僚
と
し
て
信
義
太
守
、
益
州
刺
史
、
南
豫
州
刺
史
等
を
歴
任
し
、
陳
宝
応
の
討
伐
等
に
功
績
を
あ
げ
た
が
、
廃
帝
の
光
大
元
年

(五
六

七
年
)
二
月

に
謀
反
の
疑

い
を
以
て
諌
殺
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
は

「離
艦
三
百
艘
、
艦
百
余
乗
」
(陳
書
巻
八
周
文

育
伝
)
を
持

っ
て
お
り
、
前
節
福
建

の
豪
強
の
項

で
考
察
し
た
陳
宝
応
討
伐

の
際
に
は
中
央
か
ら
水
軍
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

5

高
智
慧
等
作
乱
也
、
復
以
行
軍
総
管
、
従
楊
素
討
之
、
別
解
江
州

(江
西
省
)
囲
。
智
慧
余
党
往
々
屯
聚
、
保
投

渓
洞
。
彦
水
陸
兼
進
、
攻

錦
山
陽
父
若
石
壁
四
洞
、
悉
平
之
、
皆
斬
其
渠
帥
。

(
隋
書
巻
五
五
杜
彦
伝
)

「錦

山
陽
父
若
石
壁
四
洞
」
は
恐
ら
く

「錦
山

・
陽
父

・
若

・
石
壁
」
の

「
四
洞
」
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
各
洞

の
現
在
地
は
未
詳
で
あ
る
。



1

新
安

(安
徽
省
羅
県
)
、
永
嘉

(
浙
江
省
麗
水
)、
建
安

(福
建
省
福
州
)
、
遂
安

(
浙
江
省
淳
安
)
鄙
陽

(江
西
省
波
陽
)、
九
江

(江
西
省

九

江
)、
臨
川

(江
西
省
撫
州
)
、
盧
陵

(江
西
省
吉
安
)、
南
康

(江
西
省
干
都
)
、
宜
春

(江
西
省
宜
春
)。
其
俗
又
頗
同
予
章

(江
西
省
南

昌

)。
而
盧
陵
人
彪
淳
、
率
多
寿
考
。
然
此
数
郡
往
往
畜
盤
、
而
宜
春
偏
甚
。
其
法
以
五
月
五
日
聚
百
種
虫
、
大
者
至
蛇
、
小
者
至
轟
、
合
置

器
中
、
令
自
相
啖
、
余

一
種
存
者
留
之
。
蛇
則
日
蛇
盤
、
鍛
則
日
贔
盤
、
行
以
殺
人
。
因
食
入
人
腹
内
、
食
其
五
蔵
。
死
則
其
産
移
入
盤
主

之
家
。
三
年
不
殺
他
人
、
則
畜
者
自
鐘
其
弊
。
累
世
子
孫
相
伝
不
絶
。
亦
有
随
女
子
嫁
焉
。
干
宝
謂
之
鬼
、
其
実

非
也
。
自
侯
景
乱
後
、
盛

家

多
絶
。
既
無
主
人
、
故
飛
遊
道
路
之
中
則
損
焉
。

(
隋
書
巻
三

一
地
理
志
、
揚
州
)

蛮

の
風
俗
と
考
え
ら
れ
る
畜
盤
に
つ
い
て
は
か
つ
て
前
掲
拙
稿

「
六
朝
に
お
け
る
蛮

の
理
解

に
つ
い
て
の

一
考
察
ー

山
越

・
蛮
漢
融
合
の

問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
　

」
で
考
察
し
た
。
畜
盤

に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
李
卉

「説
盤
毒
与
巫
術
」
(中
央
研
究
院
民
族
学
研
究
所
集

刊
、
第
十
期
、
台
北
、

一
九
六
〇
年
)
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。
他
に
稲
畑
耕

一
郎

「「況
湘
之
間
」
に
お
け
る
巫
俗
に

つ
い
て
1

湘
巫
雑
識
-

　
」

(中
国
文
学
研
究
、
第
十
四
期
、

一
九
八
八
年
)
も
畜
盛
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
因
み
に
、
畜
盛
は
、
澤
田
瑞
穂

「殺
人
祭
鬼
」

(『中

国
民
間
信
仰
』、
工
作
社
、

一
九
八
二
年
所
収
)
第
五
章
、
河
原
正
博

「殺
人
祭
鬼
の
習
俗
」
(『漢
民
族
華
南
発
展
史

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一

九
八
四
年
所
収
)、
宮
崎
市
定

「宋
代
に
お
け
る
殺
人
祭
鬼
の
習
俗

に
つ
い
て
」

(『ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
五
、
同
朋
舎

、

一
九
七
八
年
所
収
)
な

ど
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
殺
人
祭
鬼

の
習
俗
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

2

梁
末
之
災
診
、
華
凶
競
起
、
郡
邑
巌
穴
之
長
、
村
屯
郎
壁
之
豪
、
資
剰
掠
以
致
彊
、
恣
陵
侮
而
為
大
。

(陳
書
巻
三
五
、
史
臣
言
)

周
知

の
よ
う
に
梁
末
陳
初
の
福
建
、
江
西
等
の
地
方
で
は
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
な

「郡
邑
巌
穴
之
長
、
村
屯
郎
壁
之
豪
」

の
堀
起
が
み
ら
れ

た
。

こ
れ
ら
土
豪
層
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
み
る
か
研
究
者
の
間
で
見
解
の
相
違
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
を
種
族
民
族
的
立
場
か
ら

と
ら

え
、
そ
の
非
漢
族
性
を
強
調
す
る
立
場
と
、
逆
に
そ
の
任
侠
的
性
格
を
重
視
し
そ
の
非
漢
族
性
を
低
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
で
あ

る

[
陳
寅
恪

「魏
書
司
馬
叡
伝
江
東
民
族
條
釈
証
及
推
論
」
(『陳
寅
恪
文
史
論
集
』
下
巻
、
文
文
出
版
、
香
港
、

一
九
七
三
年
所
収
)、
榎
本
あ

高
智
慧
ら
の
乱
に
つ
い
て
は
拙
稿

「六
朝
期

に
お
け
る
蛮
の
理
解
に
つ
い
て
の

一
考
察
ー

山
越

・
蛮
漢
融
合
の
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
i

l
」

(『史
学
雑
誌
』
九
五
編
八
号
、

一
九
八
六
年
)
参
照
。

状

況



ゆ
ち

「梁
末
陳
初

の
諸
集
団

に
つ
い
て
1
陳
覇
先
集
団
を
中
心
と
し
て
ー
」
(『名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
八
、

一
九
八
二
年
所
収
、
等

参
照

]。
筆
者
は
か
つ
て
前
掲
拙
稿
「六
朝
に
お
け
る
蛮
の
理
解
に
つ
い
て
の

一
考
察
-

山
越
・蛮
漢
融
合

の
問
題

を
中
心
と
し
て
見
た
I

」

に
お

い
て
、
前
者

の
立
場
に
た
つ
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
前
節
で
み
た
六
朝
以
降
の
福
建
の
状
況
、
本
節
で
後
述
す
る
当
該
時
代
、

及
び

そ
れ
以
降
の
江
西
省
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
き
、
前
者

の
理
解
は
や
は
り
重

い
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

1

鍾
傳
、
洪
州
高
安
人
。
…
…
時
王
仙
芝
猫
狂
、
江
南
大
乱
。
衆
推
傳
為
長
。
乃
鳩
夷
僚
、
依
山
為
壁
、
至
万
人
。
自
称
高
安
鎮
撫
使
。
…
…

中
和
二
年

(八
八
二
年
)
、
逐
江
西
観
察
使
高
茂
卿
、
遂
有
洪
州
。

(新
唐
書
巻

一
九
〇
鍾
傳
伝
)

唐
宋
時
代
の
推
移

1

時
安
成

(江
西
省
安
福
)
望
族
劉
敬
躬
者
、
田
間
得
白
蛆
、
化
為
金
亀
。
将
錆
之
、
亀
生
光
照
室
。
敬
躬
以
為
神

而
濤
之
。
所
請
多
験
。
無

頼
者
多
依
之
。
平
生
有
徳
有
怨
者
必
報
。
遂
謀
作
乱
、
遠
近
響
応
。

(望
族
劉
敬
躬
と
畜
盤

南
史
巻
六
三
王
僧
弁
伝
)

2

(華
咬
)
鎮
溢
城
、
知
江
州
事
。
時
南
州
守
宰
、
多
郷
里
酋
豪
、
不
遵
朝
憲
。
文
帝

(陳
世
祖
)
令
咬
以
法
駅
之
。

(梁
末
陳
初
南
州
の
守
宰
と
な

っ
た
多
く
の
酋
豪

陳
書
巻
二
〇
華
咬
伝
)

3

熊
曇
朗
、
予
章
南
昌
人
也
。
世
爲
郡
著
姓
。
…
…
劫
掠
隣
県
、
縛
費
居
民
、
山
谷
之
中
、
最
為
巨
患
。
…
…
紹
泰

二
年

(五
五
六
年
)、
曇
朗

以
南
川
豪
帥
、
随
例
除
游
騎
将
軍
。

(代
々
の
郡
著
姓
と
し
て
の
南
川
豪
帥
熊
曇
朗

陳

書
巻
三
五
熊
曇
朗
伝
)

4

是
時
承
制
、
…
…
討
侯
景
。
…
…
高
祖

(陳
覇
先
)
率
杜
僧
明
等
衆
軍
、
及
南
川
豪
帥
、
合
三
万
将
会
焉
。

(陳
覇
先
と
南
川
豪
帥

陳

書
巻

一
、
高
祖
紀
上
)

1

の
安
成
の
望
族
劉
敬
躬
と
状
況
1
で
み
た
畜
盤
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿

「六
朝
に
お
け
る
蛮
の
理
解

に
つ
い
て
の

一
考
察
-

山
越

・
蛮
漢
融
合
の
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
l

」
三
節

に
お
い
て
考
察
し
た
。
2
の
酋
豪
、
4
の
豪
帥
の
具
体
例

の

一
つ
が
3
の
熊
曇
朗

で
あ

る
。
当
時
の
山
谷
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
き
、
た
と
え
熊
曇
朗
が
蛮
族

の
出
身
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
率

い
た
集
団
は
先
に
福
建

の
陳
宝
応

の
事
例
で
見
た
場
合
と
同
様
に
、
蛮
的
要
素
を
濃
厚
に
も

っ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

豪

強



洪
州
は
現
在
の
江
西
省
南
昌
に
そ
の
地
が
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
本
節
豪
強

の
3
で
み
た
熊
曇
朗
の
本
貫
た
る
予
章
南
昌
の
地
で
あ
る
。
高
安

県
は
現
在

の
高
安
県
で
あ
り
、
六
朝
時
代
の
建
城
県
で
あ
る
。
建
城
県
は
分
布

の
4
で
み
た
洞
主
余
孝
頃
が
い
た
新
呉
県
の
南
三
〇
㎞
に
位
置

し
、
湖
北
、
湖
南
省
と
の
省
境
に
位
置
す
る
九
嶺
山
塊
の
東
南
麓
に
あ

っ
て
、
宜
春
政
区

に
含
ま
れ
て
い
る
。
宜
春

が

「宜
春
偏
甚
」
と
評
さ

れ
る
ほ
ど
畜
盤
の
風
の
と
り
わ
け
盛
ん
な
地
で
あ

っ
た
こ
と
は
本
節
状
況
史
料
1
で
み
た
。

つ
ま
り
右
は
こ
の
よ
う

な
沿
革
を
も

つ
洪
州
高
安

の
近
辺
に
唐
代
に
な

っ
て
も
夷
猿
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

2

吉
州
刺
史
彰
粁
遣
使
請
降
干
湖
南
、
牙
本
赤
石
洞
蛮
酋
、
鍾
伝
用
為
吉
州
刺
史
。

(資
治
通
鑑
巻
二
六
五

・
天
祐

三
年
、
九
〇
六
年
條
)

3

汗
、
吉
州
盧
陵
人
。
世
居
赤
石
洞
爲
酋
豪
。
黄
巣
之
後
江
表
冠
盗
蜂
起
、
牙
於
郷
里
、
保
聚
徒
衆
、
得
数
千
人
、
自
為
首
領
、
捕
逐
群
盗
有

功

、
本
州
補
牙
永
新
制
置
使
、
粁
雅
好
儒
学
、
精
左
氏
春
秋
。

(九
国
志
巻

一
一
、
楚
臣
伝
、
彰
牙
)

2
、
3
に
み
え
る
吉
州
は
現
在

の
江
西
省
吉
安
県
に
治
が
あ

っ
た
。
吉
安
県
は
3
に
み
え
る
よ
う
に
轄
水
中
流
の
盧
陵
郡
の
地
で
あ
る
。
こ

の
鷹
陵

の
地
で
輯
水

の
支
流
た
る
濾
水
と
禾
水
と
が
流
入
す
る
。
そ
の
濾
水

の
上
流
に
本
節
豪
強
1
で
み
た
劉
敬
躬

の
い
た
安
成
が
存
在
し
た
。

ま
た
分
布
の
3
に

「
以
安
成
所
部
広
興
六
洞
、
置
安
楽
郡
。
」
と
み
え
る
広
興
県
は
禾
水
の
上
流
に
位
置
す
る
。
右

の
2
、
3
に

「赤
石
洞
蛮

酋
」
、
「赤
石
洞
酋
豪
」
と
み
え
る

「赤
石
洞
」
は
そ
の
様
な
沿
革
の
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
彰
汗

に
つ
い
て
は
伊
藤
宏
明
氏

と
岡
田
宏
二
氏
の
間
で
論
争
が
あ
る
。
即
ち
伊
藤
氏
は
彰
牙
を
蛮
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
岡
田
氏
は
蛮
と
し
て
い
る
。
両
氏
の
論
証
の

細
部

に
つ
い
て
は
岡
田

『中
国
華
南
民
族
社
会
史
研
究
』

(汲
古
書
院
、

一
九
九
三
年
)
三
九
二
頁
以
下
に
詳
し

い
が
、
筆
者
は
六
朝
か
ら
の
沿

革
を
踏
ま
え
、
岡
田
氏
の
考
え
に
賛
同
す
る
。

4

(嘉
定
二
年
、

一
二
〇
九
年
十

一
月
)
是
月
榔
州
黒
風
桐
冠
李
元
砺
作
乱
、
衆
数
万
、
連
破
吉
梛
諸
県
。
…
…

(嘉
定
三
年
)
二
月
…
…
壬
午
、
以
工
部
侍
郎
王
居
安
、
知
隆
興
府
、
督
捕
桐
冠
。
三
月
…
…
己
亥
、
以
湖
南
転
運

判
官
曹
彦
約
知
潭
州
、
督

捕
桐
冠
。
…
…
六
月
、
…
…
是
月
、
池
州
副
都
統
許
俊
、
江
州
副
都
統
劉
元
鼎
、
与
李
元
砺
、
戦
干
江
西
。
皆
不
利
。
知
潭
州
曹
彦
約
、
又

与
賊
戦
、
亦
為
所
敗
。
賊
勢
愈
熾
。
…
…
十
二
月
…
…
丙
寅
、
湖
南
賊
羅
世
伝
、
縛
李
元
砺
以
降
。
蝸
冠
悉
平
。

(宋
史

巻
三
九
、
寧
宗
紀
三
)

5

権
工
部
侍
郎
、
以
集
英
殿
修
撰
、
知
隆
興
府
。
初
盗
起
榔

(湖
南
省
梛
州
)、
黒
風
洞
羅
世
伝
為
之
、
侶
勢
張
甚
。
…
…
李
元
励
陳
廷
佐
之

徒
、
並
起
為
賊
　
。
放
兵
四
劫
、
撚
永
新

(江
西
省
永
新
)
、
撤
龍
泉

(江
西
省
遂
川
)
。
江
西
列
城
皆
震
。
…
…
居
安
督
戦
干
黄
山
。
勝
之
。



賊
始
走
詔
州

(広
東
省
詔
関
)
…
…
羅
世
伝
果
疑
元
励

(砺
)
之
武
己
。
遂
交
悪
。
…
…

(羅
世
伝
)
禽
元
励

(砺
)
以
献
。
時
青
草
桐
賊

亦
就
禽
、
並
礫
干
吉
之
南
門
。
…
…

(宋
史
巻
四
〇
五
王
居
安
伝
)

4
、
5
は
宋
代
の
湖
南
榔
州

(湖
南
省
梛
州
市
)
黒
風
洞
に
発
し
た
反
乱
を
伝
え
た
も

の
で
あ
る
。
4
に
み
え
る
吉
州
は
2
、
3
で
み
た
よ

う
に
赤
石
洞

の
存
在
し
た
盧
陵
郡
の
地
で
あ
る
。
隆
興
府
は
江
西
省
南
昌
市
、
潭
州
は
湖
南
省
長
沙
市
、
池
州
は
安
徽
省
貴
池
県
、
江
州
は
江

西
省
九
江
市

に
そ
れ
ぞ
れ
治
が
あ

っ
た
。
5
に
み
え
る
永
新
は
江
西
省
永
新
県
、
龍
泉
は
江
西
省
遂
川
県
、
詔
州
は
広
東
省
詔
関
市
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
反
乱
は
江
西
省
省
境
に
隣
接
す
る
湖
南
椰
州
に
発
し
、
江
西
省
全
域
を
巻
き
込
み
な
が
ら
安
徽
、
広
東

の
地
に
ま
で
広
が

っ
た

大
乱

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
本
節

の
論
と
の
関
連
で
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

一
は
、
江
西
の
地
、
と

り
わ

け
湖
南
と
接
す
る
西
部
の
地
が
蛮
冠
を
受
け
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
た
と
い
う
点
、
そ
の
二
は
、
2
、
3
で
み
た
よ
う
に
吉
州

の
地
に
唐

の
極
末
に
あ

っ
て
も
蛮
洞
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
宋
代
の
江
西
省
西
部
に
も
蛮
洞
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
換
言

す
れ
ば
こ
の
地
域
が
当
時

に
あ

っ
て
も
蛮
漢
の
交
錯
地
域
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
因
み
に
後
述

の
史
料
6
は
南
宋
時
代

の
吉
州
に
も
蛮
僚
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

6

二
月
…
…
戊
戌
詔
、
汀

(汀
州
)
輯

(輯
州
)
吉

(吉
州
)
建
昌

(建
昌
軍
)
蛮
猿
窟
護
。
経
擾
郡
県
、
復
税

一
年
。

(宋
史
巻
四

一
、
理
宗
紀

一
、
紹
定
三
年
、

一
二
三
〇
年
條
)

右

の
汀
州
は
、
福
建
省
長
汀
県
、
輯
州
は
江
西
省
輯
州
市
、
吉
州
は
先
で
み
た
よ
う
に
江
西
省
吉
安
市
、
建
昌
は
建
昌
軍
の
こ
と
で
、
そ
の

治
は
江
西
省
南
城
県
に
あ

っ
た
。
右
は
こ
れ
ら
の
地

に
南
宋
時
代
、
蛮
猿
が
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
建
昌
軍
は
福
建
省
境

と
隣
接
し
、
武
夷
山
の
直
中

に
あ
る
。
汀
州
は
、
そ
の
建
昌
軍
と
接
す
る
。
こ
の
福
建
江
西
省
境
の
山
岳
地
帯
が
宋
代

に
あ

っ
て
も
蛮
地
的
性

格
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
述

べ
た
。
(因
み
に
吉
州
は
湖
南
江
西
両
省
境
を
な
す
羅
審
山
脈

の
東
麓
に
位
置
す
る
。
)
江
西

通
志
巻
九
五
は
6
と
同
じ
事
件
を
劉
壊

の
汀
冠
紀
略
を
ひ
い
て
、
「彦
十
六
彦
雲
彦
雷
輩
、
由
広
昌

(建
昌
軍
広
昌
)
来
犯
南
豊

(建
昌
軍
南
豊
)

西
門
。
」
と
伝
え
、
さ
ら
に
こ
の
乱
で
は
松
梓
山
と
い
う
山
が
こ
の
と
き
そ
の
巣
穴
と
な

っ
た
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
乱
の
直
後
、
再
び
松

梓
山

に
拠

っ
た
勢
力
の
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
、
宋
史
巻
四

一
九
陳
曄
伝
に
、
「陳
三
槍
拠
松
梓
山
砦
、
出
没
江
西
広
東
、
所
至
屠
残
。
…
…
遂

破
松
梓
山
。
…
…
就
禽
橿
車
、
載

(陳
)
三
槍
等
六
人
、
斬
隆
興
市
。
初
賊
跨
三
路
数
州
六
十
砦
、
至
是
悉
平
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
乱
も
右
記

の
宋
史
理
宗
紀
や
江
西
通
志
の
事
件
と
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。



1

嚢
陽
記
日
、
…
…
租
中
在
上
甲
界
、
去
裏
陽

一
百
五
十
里
。
魏
時
夷
王
梅
敷
兄
弟
三
人
、
部
曲
万
余
家
屯
此
、
分
布
在
中
盧
宜
城
西
山
郡
、

汚
二
谷
中
、
土
地
平
傲
、
宜
桑
麻
、
有
水
陸
良
田
。
汚
南
之
膏
膜
沃
壌
、
謂
之
担
中
。

(三
国
志
巻
五
六
呉
書

=

朱
然
伝

「赤
鳥
五
年
征
租
中
」
條
、
斐
註
)

右

は
三
国
魏
の
時
代
の
嚢
陽
、
即
ち
現
在
の
湖
北
省
嚢
奨
市

の
南
方
の
汚
水
、
即
ち
漢
水
流
域
の

「膏
膜
沃
壌
」

の
地
域
が
蛮
の
拠
る
所
で

あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
因
み
に
中
盧
県
は
、
嚢
陽
の
西
南
、
宜
城
県
は
現
在
の
宜
城

の
北
に
位
置
し
た
。

2

宜
都
、
天
門
、
巴
東
、
建
平
、
江
北
諸
郡
蛮
、
所
居
皆
深
山
重
阻
、
人
跡
牢
至
焉
。

(宋
書
巻
九
七
荊
雍
州
蛮
伝
)

宜
都
郡
は
現
湖
北
省
宜
都
、
天
門
郡
は
現
湖
南
省
石
門
県
、
洞
庭
湖
の
西
北
、
巴
東
郡
は
現
湖
北
省
巴
東
県
の
西
北
、
建
平
郡
は
現
四
川
省

巫
山
県
に
そ
れ
ぞ
れ
治
が
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
湖
北
、
湖
南
、
四
川
三
省
の
省
境
の
長
江
沿
岸
に
位
置
す
る
。
こ
の
う
ち
天
門
郡
は
長
江
以
南

の
郡

で
あ
る
。

3

南
郡
、
夷
陵
、
寛
陵
、
汚
陽
、
況
陵
、
清
江
、
嚢
陽
、
春
陵
、
漢
東
、
安
陸
、
永
安
、
義
陽
、
九
江
、
江
夏
諸
郡
、
多
雑
蛮
左
。

(
隋
書
巻
三

一
地
理
志
)

南
郡
は
湖
北
省
江
陵
に
、
夷
陵
は
湖
北
省
宜
昌
に
、
寛
陵
は
湖
北
省
鐘
祥

に
、
汚
陽
は
湖
北
省
汚
陽

に
、
涜
陵
は
湖
南
省
況
陵
に
、
清
江
は

湖
北
省
恩
施
に
、
嚢
陽
は
湖
北
省
嚢
奨
に
、
春
陵
は
湖
北
省
喪
陽
に
、
漢
東
は
湖
北
省
随
県
に
、
安
陸
は
湖
北
省
安
陸

に
、
永
安
は
湖
北
省
新

洲
に
、
義
陽
は
湖
北
省
信
陽
に
、
九
江
は
江
西
省
九
江
に
、
江
夏
は
湖
北
省
武
昌
に
そ
れ
ぞ
れ
治
が
あ

っ
た
。

8
h
汀
、
輯
、
雷
賊
千
余
人
、
冠
龍
漢
。

(元
史
巻

一
五
世
祖
紀
、
至
元
二
五
年
、

一
二
八
八
年
條
)

右

は
元
代
に
お
い
て
も
6
で
み
ら
れ
た
様
相
が
同
様
の
地
域

に
残

っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

六
節

湖

北

分

布



人

ロ

1

元
嘉
十
九
年

(四
四
二
年
)
、
雍
州
刺
史
劉
道
産
卒
、
群
蛮
大
動
。
…
…
慶
之
専
軍
進
討
、
大
破
縁
汚
諸
蛮
、
禽

生
口
七
千
人
。
進
征
湖
陽
、

又
獲
万
余

口
。
遷
広
陵
王
誕
北
中
郎
中
兵
参
軍
、
領
南
東
平
太
守
。
又
為
世
祖
撫
軍
中
兵
参
軍
。
世
祖
以
本
号
為
雍
州
、
随
府
西
上
。
時
蛮

冠
大
甚
…
・.・分
軍
遣
慶
之
掩
討
、
大
破
之
、
降
者

二
万
口
。
…
…
平
定
諸
山
、
獲
七
万
余

口
。
…
…
鄭
山
蛮

(鄭
山
は
湖
北
省
随
県
西
南
五

〇

㎞
の
大
洪
山
の
別
名
)
最
強
盛
。
魯
宗
之
屡
討
不
能
克
。
慶
之
勇
定
之
、
禽
三
万
余
口
。
…
…
雍
州
蛮
又
為
冠
。
…
…
大
破
諸
山
、
斬
首

三
千
級
、
虜
生
蛮
二
万
八
千
余
口
、
降
蛮

二
万
五
千
口
、
牛
馬
七
百
頭
、
米
粟
九
万
余
斜
。

(宋
書
巻
七
七
沈
慶
之
伝
)

2

史
臣
日
、
…
…
自
元
嘉
将
半
、
…
…
自
江
漢
以
北
、
盧
江
以
南
、
捜
山
盈
谷
、
窮
兵
馨
武
。
繋
頸
囚
俘
、
蓋
以
数
百
万
計
。

(宋
書
巻
九
七
夷
蛮
伝
)

3

高

祖
初
、
…
…
朝
廷
思
安
辺
之
略
、
…
…
招
慰
蛮
左
。
…
…
至
桐
柏
山
、
窮
准
源
、
宣
揚
恩
沢
、
莫
不
降
附
。
凡
所
招
降
七
万
余
戸
。
置
郡

県
而
還
。

(桐
柏
山
地
帯
か
ら
の
降
蛮

魏
書
巻
四
五
章
珍
伝
)

4

延
興
中
、
太
陽
蛮
酋
桓
誕
、
擁
汚
水
以
北
、
渥
葉
以
南
八
万
余
落
、
遣
使
内
属
。
…
…
景
明
初
、
太
陽
蛮
酋
田
育
丘
等
二
万
八
千
戸
内
附
。

(太
陽
蛮
の
内
属

魏
書
巻

一
〇

一
蛮
伝
)

1
と
2
は
同
じ
事
件
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
2
は
そ
の
際
、
囚
俘
と
さ
れ
た
蛮

の
数
を
数
百
万
を
以
て
数
え
る
程
で
あ

っ
た
と
し
て
い

る
が
、
こ
こ
に
は
誇
張
が
あ
る
。
し
か
し
、
1
に
み
え
る
囚
俘
数
を
合
計
す
る
の
み
で
も
十
八
万
三
千
余
人
と
な
る
。
こ
の
数
は
、
当
時
劉
宋

が
把
握
し
て
い
た
大
明
八
年

(四
六
四
年
)
の
時
点
で
の
総

口
数

(四
百
六
十
八
万
五
千
五
百

一
人
)
、
そ
の
際

の
雍
州
の
総

口
数

(十
六
万
七

千
四
百
六
十
七
人
)、
荊
州
の
総
戸
数

(六
万
五
千
六
百
四
戸
)
と
比

べ
て
も
非
常
に
大
き
な
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
蛮

が
囚
俘
と
さ
れ
京
師
な
ど
に
送
ら
れ
た
後
に
も
、
こ
の
地
に
は
依
然
と
し
て
多
く
の
蛮
が
残
存
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
伝
え
た
史
料
が

3
、

4
の
史
料
で
あ
る
。
3
に
み
え
る
七
万
余
戸
を
、
仮
に
七
万
戸
と
し
て
劉
宋
期
の
戸
毎
の
平
均

口
数
五

・
九
八
を
乗
ず
る
と
四
十

一
万
八

千
六
百
人
と
な
る
。
平
均
口
数
五

・
九
八
は
梁
方
仲
編

『中
国
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
』
(
一
九
八
〇
年
、
上
海
人
民
出
版
社
)
に
拠

る
。

五

・
九
八
は
総
把
握
口
数
を
総
把
握
戸
数
で
割

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
湖
北
の
地
で
あ
る
雍
州
の
み
に
つ
い
て
み
る
と
四

・
二
五
で
あ
る
。

よ

っ
て
こ
れ
を
七
万
に
乗
ず
る
と
二
十
九
万
七
千
五
百
人
と
な
る
。
4
の
八
万
余
落
を
仮

に
八
万
余
戸
と
考
え
、
こ
れ
に
4
の
二
万
八
千
戸
を



1

時

天
下
飢
荒
、
山
夷
多
断
江
劫
掠
。
侃

(陶
侃
、
当
時
武
昌
太
守
、
武
昌
は
湖
北
省
郡
城
)
令
諸
将
詐
作
商
船
、
以
誘
之
。
劫
果
至
、
生
獲

数
人
。
是
西
陽
王
蒙

(湖
北
省
黄
岡
東
)
之
左
右
。
…
…
侃
斬
之
。
自
是
水
陸
粛
清
。
…
…
又
立
夷
市
郡
東
、
大
収
其
利
。

(諸
王
左
右
と
蛮
、
及
び
夷
市

晋
書
巻
六
六
陶
侃
伝
)

2

初

元
嘉
中
、
巴
東

(湖
北
省
巴
東
西
北
)、
建
平

(四
川
省
巫
山
)
二
軍
府
富
実
。
与
江
夏

(湖
北
省
武
昌
)、
寛
陵

(湖
北
省
鐘
祥
)、
武
陵

(湖
南
省
常
徳
西
)
、
並
為
名
郡
。
世
祖
於
江
夏
置
郵
州
、
郡
罷
軍
府
。
寛
陵
、
武
陵
、
亦
残
壊
。
巴
東
、
建
平
為
峡
中
蛮
所
破
。
至
是
民
人

「ゆ

流
散
。
存
者
無
幾
。
其
年
春
、
故
之
遣
軍
、
入
峡
、
討
蛮
帥
田
五
郡
等
。

(豊
か
な
名
郡
と
蛮
地
隣
接

宋
書
巻
七
四
沈
故
之
伝
)

、

3

時
有
象
三
頭
、
至
江
陵
城
北
数
里
。
仮
之
自
出
格
殺
之
。

(江
陵
城
北
の
象
と
武
将

に
よ
る
格
殺

南
史
巻
三
七
沈
仮
之
伝
)

4

以
蛮
戸
、
立
宋
安

(湖
北
省
応
山
)
光
城

(河
南
省
光
山
)
二
郡
。

(蛮
戸
立
郡

宋
書
巻
九
七
豫
州
蛮
伝
)

5

部

(雍
州
)
領
蛮
左
、
故
別
置
蛮
府
焉
。
…
…
領
郡
如
左
。
裏
陽
郡
、
…
…
。
寧
蛮
府

(上
記
の
蛮
府
、
寧
蛮
校
尉
府
の
こ
と
)
領
郡
如
左
。

西
新
安
郡

新
安
、
汎
陽
、
安
化
、
南
安
、
義
寧
郡
…
…
、
南
裏
郡
…
…
、
北
建
武
郡
…
…
、
察
陽
郡
…
…
、
永
安
郡
…
…
、
安
定
郡
…
…
、

懐
化
郡
…
…
、
武
寧
郡
…
…
、
新
陽
郡
…
…
、
義
安
郡
…
…
、
高
安
郡
…
…
、
左
義
陽
郡
…
…
、
南
嚢
城
郡
…
…
、
広
昌
郡
…
…
、
東
嚢
城

郡

…
…
、
北
嚢
城
郡
…
…
、
懐
安
郡
…
…
、
北
弘
農
郡
…
…
、
西
弘
農
郡
…
…
、
析
陽
郡
…
…
、
北
義
陽
郡
、
漢
広
郡
…
…
、
中
嚢
城
郡
o

右
十
二
郡

(左
義
陽
郡
以
下
の
十
二
郡
)
没
虜

(虜
と
は
北
魏
を
指
す
)
。

(寧
蛮
校
尉
府
所
属
郡
名

南
斉
書
巻

一
五
州
郡
志
下
)

6

東

通
澄
水
、
及
諸
破
湖
。
自
此
淵
潭
相
接
、
悉
是
南
蛮
府
屯
也
。
故
側
江
有
大
城
。
相
承
云
倉
儲
城
。
即
邸
閣
也
。

(南
蛮
府

に
よ
る
蛮
地
立
屯

水
経
注
巻
三
五
、
江
水
)

7

従
此
至
武
昌
、
尚
方
作
部
諸
屯
相
接
、
枕
帯
長
江
。

(尚
方

に
よ
る
蛮
地
立
屯

水
経
注
巻
三
五
、
江
水
)

加
え
る
と
総
数
は
十
万
八
千
余
戸
と
な
り
、
そ
れ
に
四
・
二
五
の
方
を
乗
ず
る
と
四
十
五
万
九
千
余
人
と
な
る
。
3
、
4
は
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
各
々

別

の
降
附
事
例
で
あ
る
の
で
、
合
算
す
る
と
八
十
七
万
七
千
六
百
人
余
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
湖
北
の
み
で
こ
れ
だ
け
の
数

の
蛮
が
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
当
該
時
代
に
お
け
る
蛮
族
社
会
の
生
産
力
の
向
上
も
予
想
さ
れ

る
。

状

況



8

江
水
左
、
則
巴
水
注
之
。

(武
昌
を
過
ぎ
て
長
江
に
注
ぐ
〉
…
…
南
歴
蛮
中
。
呉
時
立
屯
於
水
側
、
引
巴
水
慨
野
。

(蛮
地

へ
の
立
屯

水

経
注
巻
三
五
、
江
水
)

9

高
祖
初
、
…
…
朝
廷
思
安
辺
之
略
、
…
…
至
桐
柏
山
、
窮
准
源
、
宣
揚
恩
沢
、
莫
不
降
附
。
准
源
旧
有
祠
堂
。
蛮

俗
恒
用
人
祭
之
。
珍
乃
暁

告

日
、
…
…
自
今
已
後
、
悉
宜
以
酒
踊
代
用
。
群
蛮
従
約
。
至
今
行
之
。
凡
所
招
降
七
万
余
戸
。
置
郡
県
而
還
。

(蛮

の
殺
人
祭
俗
と
郡
県
の
設
置

魏
書
巻
四
五
章
珍
伝
)

10

歴
監
義
陽

(桐
柏
山
)
武
寧
郡

(寛
陵
北
西
)
、
累
任
皆
蛮
左
。
前
郡
守
、
常
選
武
人
、
以
兵
鎮
之
。
厳
独
以
数
門
生
、
単
車
入
境
。
群
蛮
悦

服

、
遂
絶
冠
盗
。

(蛮
左
郡
県
と
武
人
配
置

梁
書
巻
五
〇
減
厳
伝
)

11

本

江
夏
郡
雲
杜
県
之
地
。
周
地
図
記
日
、
蛮
人
酋
渠
田
金
生
、
代
居
此
地
。
常
為
辺
患
。
梁
普
通
末
、
遣
郵
州
刺
史
元
樹
討
平
之
、
因
置
新

州

。

(江
夏
の
地

に
梁
の
時
代
ま
で
い
た
蛮
酋

元
和
郡
県
志
巻
二

一
、
郵
州
の
條
)

12

①
南
郡
、
夷
陵
、
寛
陵
、
汚
陽
、
沈
陵
、
清
江
、
嚢
陽
、
春
陵
、
漢
東
、
安
陸
、
永
安
、
義
陽
、
九
江
、
江
夏
諸
郡
、
多
雑
蛮
左
。
②
其
與

夏

人
雑
居
者
、
則
與
諸
華
不
別
。
其
僻
庭
山
谷
者
、
則
言
語
不
通
、
嗜
好
居
庭
全
異
。
頗
與
巴
楡
同
俗
。
諸
蛮
本
其
所
出
、
承
盤
瓠
之
後
。

故

服
章
多
以
班
布
為
飾
。
其
相
呼
以
蛮
、
則
為
深
忌
。
③
自
晋
氏
南
遷
之
後
、
南
郡
、
嚢
陽
、
皆
為
重
鎮
。
四
方
湊
會
、
故
多
衣
冠
之
緒
、

稻

尚
礼
儀
経
籍
焉
。
九
江
襟
帯
所
在
、
江
夏
、
寛
陵
、
安
陸
、
各
置
名
州
、
為
藩
鎮
重
寄
、
人
物
乃
與
諸
郡
不
同
。
④
大
抵
荊
州
率
敬
鬼
、

尤

重
祠
祀
之
事
。
昔
屈
原
為
制
九
歌
。
蓋
由
此
也
。
屈
原
以
五
月
望
日
赴
泪
羅
、
土
人
追
至
洞
庭
不
見
。
湖
大
船
小
、
莫
得
済
者
。
乃
歌
日
、

何

由
得
渡
湖
。
因
爾
鼓
擢
争
帰
、
競
會
亭
上
。
習
以
相
伝
、
為
競
渡
之
戯
、
其
迅
揖
斉
馳
、
擢
歌
乱
響
、
喧
振
水
陸
、
観
者
如
雲
。
諸
郡
率

然

、
而
南
郡
、
嚢
陽
尤
甚
。
二
郡
又
有
牽
鈎
之
戯
。
云
従
講
武
所
出
。
楚
將
伐
呉
、
以
為
教
戦
。
流
遷
不
改
、
習
以
相
伝
。
鈎
初
発
動
、
皆

有
鼓
節
。
群
課
歌
謡
、
振
驚
遠
近
。
俗
云
以
此
厭
勝
、
用
致
豊
穰
。
其
事
亦
伝
干
他
郡
。
梁
簡
文
之
臨
雍
部
、
発
教
禁
之
。
由
是
頗
息
。
⑤

其

死
喪
之
紀
、
錐
無
被
髪
祖
踊
、
又
知
号
叫
実
泣
。
始
死
、
即
出
屍
於
中
庭
、
不
留
室
内
。
敏
畢
、
送
至
山
中
、
以
十
三
年
為
限
。
先
揮
吉

日
、
改
入
小
棺
、
謂
之
拾
骨
。
拾
骨
必
須
女
婿
。
蛮
重
女
婿
。
故
以
委
之
。
拾
骨
者
、
除
肉
取
骨
、
棄
小
取
大
。
⑥
当
葬
之
夕
、
女
婿
或
三

数

十
人
、
集
会
於
宗
長
之
宅
、
著
芒
心
接
籠
、
名
日
茅
緩
。
各
執
竹
竿
、
長

一
丈
許
、
上
三
四
尺
許
、
猶
帯
枝
葉
。
其
行
伍
前
却
、
皆
有
節

奏
、
歌
吟
叫
呼
、
亦
有
章
曲
。
伝
云
盤
瓠
初
死
、
置
之
於
樹
、
乃
以
竹
木
刺
而
下
之
。
故
相
承
至
今
、
以
為
風
俗
。
隠
誰
其
事
、
謂
之
刺
北

斗
。
既
葬
設
祭
、
則
親
疎
威
異
。
実
畢
、
家
人
既
至
、
但
歓
飲
而
帰
、
無
復
祭
実
。
⑦
其
左
人
則
又
不
同
、
無
衰
服
、
不
復
魂
。
始
死
、
置



屍
館
舎
、
隣
里
少
年
、
各
持
弓
箭
、
邊
屍
而
歌
。
以
箭
拍
弓
為
節
。
其
歌
詞
説
平
生
楽
事
、
以
至
終
卒
、
大
抵
亦
猶
今
之
挽
歌
。
歌
数
十
関
、

乃
衣
裳
棺
敏
、
送
往
山
林
、
別
為
盧
舎
、
安
置
棺
枢
。
亦
有
於
村
側
痙
之
。
待
二
一二
十
喪
、
総
葬
石
窟
。

(
隋
書
巻
三

一
地
理
志
下
)

1
の
西
陽
郡
に
蛮
統
治
の
た
め
の
将
軍
府
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述

べ
た
。
ま
た
、
西
陽
郡

に
は
多
く
の
左
県
も
存
在

し
た

(宋
書
巻
三
六
州
郡
志
、
郵
州
の
條
参
照
)。
2
に
み
え
る
巴
東
、
建
平
、
江
夏
、
寛
陵
、
武
陵
な
ど
が
い
ず
れ
も
富
実
で
あ
り
名
郡
と
さ

れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
え
ず
蛮
冠
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
開
発
途
上
に
あ

っ
た
こ
の
地
方
の
当
時

の
状
況
を
よ
く
伝
え
て
い

る
と

い
え
よ
う
。
3
に
み
え
る
よ
う
な
象
の
存
在

の
も

つ
重
要
性
に
つ
い
て
も
先
に
も
触
れ
た
。
5
は
当
時

こ
の
地

に
あ

っ
て
蛮
を
統
治
し
て

い
た
寧
蛮
校
尉
府
所
属
の
郡
県
名
で
あ
る
。
6
、
7
、
8
は
当
該
時
代
の
中
央
、
地
方
の
権
力
が
屯
を
蛮
地
に
立
て
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い

る
。

こ
の
際
、
そ
の
史
料
の
出
典
が
い
ず
れ
も
水
経
注
と

い
う
地
理
書
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

9
の
殺
人
祭
祀
は
後
世
の

殺
人
祭
鬼
と
の
関
連
で
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
。
12
の
冒
頭

の
諸
郡
名
は
分
布
の
2
で
み
た
も
の
で
あ
る
。
⑤

の
葬
儀

に
係
わ
る
記
述
は
、
そ

こ
に

「蛮
重
女
婿
。
故
以
委
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
蛮
の
風
俗
を
記
し
た
も
の
と
断
じ
て
誤
り
な

い
で
あ
ろ
う
。
苗
族
が
十
三
年
に

一
度
牡

牛
を
殺
し
て
、
共
食
、
銅
鼓
の
使
用
を
と
も
な
う
天
地
祖
先
を
祀
る
大
祭
を
行
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が

(鈴
木
正
崇
・金
丸
良
子

『西

南
中
国
の
少
数
民
族
　

貴

州
苗
族
民
俗
誌
』
古
今
書
院
、

一
九
八
五
年
、
第
五
章
、
鼓
社
節

の
項
)
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
⑤

に

「送
至

山
中
、
以
十
三
年
為
限
。
先
澤
吉
日
、
改
入
小
棺
、
謂
之
拾
骨
。」
と
み
え
る
拾
骨
の
風
は
現
在

に
ま
で
伝
わ
る
苗
族

の
鼓
社
節
と
必
ず
や
関
連

が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
⑥
も
そ
の
葬
儀

に
と
も
な
う
風
俗
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
⑦
は

「左
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時

の
蛮
左
、
左
郡
、

左
県

の
用
語

に
思
い
を
致
せ
ば
こ
れ
も
蛮

の
中
の

一
種
族
に
つ
い
て
の
記
述
と
い
え
よ
う
。

因

み
に
、
②

に
は

「其
」
と

い
う
文
字
が
あ
る
こ
と
、
③
は
①

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
郡
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

い
ず
れ
も

①
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
④

の

「大
抵
荊
州
率
敬
鬼
、
尤
重
祠
祀
之
事
。
」
以
下

は
、
③

の

「
…
…
各
置
名

州
、
為
藩
鎮
重
寄
、
人
物
乃
與
諸
郡
不
同
。
」
と
あ
る
、
他
郡
の
人
物
と
の
不
同
と
い
う
認
識
を
踏
ま
え
て
記
述
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
⑤
、

⑥
、
⑦

へ
と
連
な

っ
て
い
る
と

い
え
る
が
、
も
し
こ
う
し
た
考
え
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
隋
書

の
こ
の
記
事
の
筆
者
は
④
に
み
え
る

「競
渡
」
や
、

「牽
鈎
」
も
ま
た
蛮
風
と
す
る
認
識
を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
当
時
の
状
況
を
考
え
る
上
で
興
味
深

い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。



豪

強

1

施
王
屯
在
県
北

(清
江
県
…
…
湖
北
省
恩
施
)
。
方
輿
勝
覧
、
東
晋
末
桓
誕
窟
蛮
中
、
自
称
施
王
、
築
城
臨
施
水

、
号
施
王
城
。
子
孫
襲
王
。

至
後
周
保
平
初
、
始
平
之
、
以
其
地
置
施
州
。

(桓
玄
子
孫
の
入
蛮

太
平
簑
宇
記
巻

=

九

清
江
県
條
)

同Φ
h
誕
、
字
天
生
、
桓
玄
之
子
也
。
初
、
玄
西
奔
至
枚
回
洲
被
殺
。
誕
時
年
数
歳
、
流
窟
太
陽
蛮
中
、
遂
習
其
俗

。
及
長
、
多
智
謀
、
為
華
蛮

所
帰
。

(魏
書
巻

一
〇

一
蛮
伝
)

1
の
史
料
、
及
び
r
e
f
.の
史
料
に
み
え
る
桓
玄
子
孫
の
入
蛮
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
若
干
の
疑
問
は
あ
る
が
、
仮

に
単
な
る
貴
子
流
離
諦
で

あ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
こ
の
地
の
豪
強

に
よ
る
支
配
の
正
統
性

の
根
拠
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
た

と
い
う
点
は
注
目
す
べ
き

事
柄

で
あ
ろ
う
。

1

後

遷
房
州
刺
史
。
州
窮
険
、
有
蛮
夷
風
、
無
学
校
、
好
祀
淫
鬼
。
景
駿
為
諸
生
貢
挙
、
通
隆
道
、
作
伝
舎
、
罷
祠
房
無
名
者
。

(新
唐
書
巻

一
九
七
章
景
駿
伝
)

2

初

、
荊
州

(湖
北
省
江
陵
)
長
史
張
惟

一
、
以
衡
州
蛮
酋
陳
希
昂
為
司
馬
、
督
家
兵
千
人
自
防
。
惟

一
親
将
牟
遂
金
与
相
性
。
希
昂
率
兵
至

惟

一
所
、
捕
之

(牟
遂
金
)。
惟

一
催
、
斬
其
首
以
謝
。
…
…
自
是
政

一
出
希
昂
。
…
…

(新
唐
書
巻

一
四
〇
呂
謹
伝
)

1
は
章
景
駿
が
現
在
の
湖
北
省
房
県
に
治
を
置
く
房
州
の
刺
史
と
な

っ
た
時
点
に
お
け
る
蛮
夷

の
風
の
存
在
を
伝
え
、
2
は
荊
州
に
影
響
を

及
ぼ
す
衡
州
蛮
酋

の
存
在
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
が

(衡
州
蛮

に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
)、
唐
代
以
後
の
時
代

に
お
け
る
湖
北
の
地
に
お

け
る
蛮

の
存
在
を
伝
え
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
れ
も
例
え
ば
元
史
巻
二
三
武
宗
紀
、
至
大
三
年

(
=
二
一
〇
年
)
四
月
の
條
に
、
「容
米

洞
官

田
墨
糾
合
蛮
酋
、
殺
千
戸
及
戌
卒
八
十
余
人
、
俘
掠
良
民
。
」
と
あ
り
、
同
書
巻

二
九
泰
定
帝
紀
、
泰
定
元
年

(
=
三

一四
年
)
十
二
月
の

條
に
、
「蔓
路
容
米
洞
蛮
田
先
什
用
等
九
洞
為
冠
。
」
と
あ
る
よ
う
な
、
現
在
の
鶴
峰
土
家
族
自
治
県
が
存
在
す
る
鶴

峰
直
隷
庵
地
域
と
、
襲
蔭

『中

国
土
司
制
度
』
湖
北
土
司
の
項
に
み
え
る
、
豪
強
1
で
み
た
施
王
屯

の
存
在
す
る
湖
北
省
恩
施
県
を
中
心
と
し
た
施
南
府
地
域
と
に
限
ら

れ
、
洞
庭
湖
、
及
び
長
江
以
北

の
地
域
の
蛮
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
見
出
し
え
な
い
。
た
だ
、
大
沢
正
昭
氏

(大
沢
正
昭

「唐
・宋
奮
田
考
」

唐
宋
時
代
の
推
移



(『
日
野
開
三
郎
博
士
頗
寿
記
念
論
集

中
国
社
会

・
制
度

・
文
化
史

の
諸
問
題
』
中
国
書
店
、

一
九
八
七
年
、
所
収
)
が
、
裏
陽
の
巡
官
と
な

っ
た
温
庭
笥
の

「半
肢
新
路
雷
纏
了
、

一
谷
寒
煙
焼
不
成
」
と
あ
る
嚢
陽
の
焼
畑
を
歌

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
詩
な
ど
の
例
を
引
い
て
、
焼
畑
の

分
布

は
蛮

の
分
布
と
重
な
る
と
し
た
考
え
を
踏
ま
え
れ
ば
、
唐
代

に
も
洞
庭
湖
、
及
び
長
江
以
北
の
湖
北
地
域
に
も
蛮
が
残
存
し
た
こ
と
が
考

え
ら

れ
る
。
た
だ
、
状
況
の
7
で
あ
げ
た
よ
う
な
広
範
な
地
域
を
支
配
し
た
蛮
府

の
存
在
、
人
口
の
ー
、
2
で
み
た

よ
う
な
彪
大
な
数

に
の
ぼ

る
蛮

の
存
在
は
唐
以
後

に
な
る
と
こ
の
地
域
に
は
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
因
を
考
え

る
と
き
、
そ
の
主
要
な
原

因
の

一
つ
と
し
て
人
ロ
ー
、
2
で
み
た
、
劉
宋
に
よ
る
蛮
に
対
す
る
大
掃
討
戦

の
及
ぼ
し
た
影
響
の
重
大
さ
が
想
定

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

七
節

湖

南

分

布

1

(寧

康
二
年
、
三
七
四
年
)
冬
十

一
月
己
酉
、
天
門
蛋
賊
攻
郡
、
太
守
王
匪
死
之
。
征
西
将
軍
桓
諮
遣
師
討
平
之
。

(晋
書
巻
九
孝
武
帝
紀
條
)

天
門
郡
は
現
湖
南
省
石
門
県
、
洞
庭
湖
の
西
北
方
に
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る

「蛋
賊
」
が
後
述
分
布
7
の

「夷
艇
」
と
同

一
種
族
で
あ
る
か

否
か
は
不
明
。
南
斉
書
巻

一
五
州
郡
志
、
荊
州
の
條

に
は
、
「道
帯
蛮
螢
、
田
土
肥
美
、
立
為
波
陽
郡
、
以
虜
流
民
。
…
…
境
域
之
内
、
含
帯
蛮

蛋
、
土
地
梁
落
、
称
為
股
暖
。
」
と
あ
り

(波
陽
郡
は
現
在

の
湖
北
省
遠
安
県
西
北
、
沮
水
の
流
域

に
あ
る
)
、
ま
た
、
陳
書
巻

一
三
徐
世
譜
伝

に
は
、
「徐
世
譜
、
字
興
宗
、
巴
東
魚
復
人
也
。
世
居
荊
州
、
為
主
帥
、
征
伐
蛮
艇
。
至
世
譜
、
尤
敢
勇
有
腎
力
、
善
水
戦
。
」
と
あ
り

(巴
東

郡
は
湖
北
・状
況
5
で
み
た
よ
う
に
現
在
の
湖
北
省
巴
東
県
西
北
に
あ

っ
た
)
、
隋
書

巻
四
八
楊
素
伝
に
は
、
階
に
よ
る
南
朝
陳
討
伐
戦

の
模
様

を
伝

え
、
そ
の

一
節
に
、
「
(陳
の
呂
)
仲
粛
復
嫁
荊
門
之
延
洲
。
素
遣
巴
蛋
卒
千
人
、
乗
五
牙
四
艘
、
以
柏
橋
砕
賊
十
余
艦
、
遂
大
破
之
。
」
と

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
蛋
族
は
巴
か
ら
洞
庭
湖
に
か
け
て
の
長
江
流
域
に
居
住
す
る
水
上
生
活
民
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
蛋
族
に
つ
い
て
は

桑
田
六
郎

「螢
族
の
源
流
に
関
す
る
文
献
的
考
察
」
(南
亜
細
亜
学
報

一
号
、

一
九
四
二
年
、
南
亜
細
亜
文
化
研
究

所
)
を
も
参
照
の
こ
と
。

2

宋

元
徽
中
、
三
洞
蛮
抄
略
州
県
。
遂
移
就
江
東
。
因
蛮
竃
止
息
、
遂
号
新
寧
。
即
今
理
是
也
。(元

和
郡
県
図
志
巻
二
九
、
衡
州
常
寧
県
條
)



元
徽
は
劉
宋

の
年
号
。
三
洞
蛮
が
抄
略
し
た
州
県
は
衡
州
常
寧
、
現
在

の
湖
南
省
衡
陽
付
近
。
こ
の
記
載
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
記
事

は
当

該
時
代
よ
り
後
の
時
代
を
も
含
め
蛮
洞
と
し
て
の

「
洞
」
の
初
出
事
例
で
あ
る
。

3

湘

州
蛮
動
。
遣
世
隆
以
本
官
総
督
伐
蛮
衆
軍
。

(南
斉
書
巻
二
四
柳
世
隆
伝
)

4

假

欽

(蘭
欽
)
節
、
都
督
衡
州
三
郡
兵
、
討
桂
陽
、
陽
山
、
始
興
叛
蛮
。
至
即
平
破
之
。
封
安
徳
県
男
、
邑
五
百
戸
。
又
破
天
漆
蛮
帥
晩
時

得

。
會
衡
州
刺
史
元
慶
和
為
桂
陽
人
厳
容
所
囲
、
遣
使
告
急
。
欽
往
応
援
、
破
容
羅
漢
。
於
是
長
楽
諸
洞

一
時
平
蕩
。

(梁
書
巻
三
二
蘭
欽
伝
)

桂

陽
郡
は
現
湖
南
省
椰
州
市

で
あ
る
。
桂
陽
人
厳
容
は
羅
漢
を
根
拠
地
と
し
て
長
楽
の
諸
洞
を
率

い
叛
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
楽
が
現
在

の
何

処
に
比
定
さ
れ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
桂
陽
郡
周
辺
の
渓
谷
地
帯
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

5

(衡
州
刺
史
蘭
)
欽
南
征
夷
僚
、
檎
陳
文
徹
。
所
獲
不
可
勝
計
。
献
大
銅
鼓
。
累
代
所
無
。
顧
預
其
功
。
…
…
時
湘
衡
之
界
五
十
余
洞
不
賓
、

勅
衡

州
刺
史
章
粟
討
之
。
粂
委
顧
爲
都
督
、
悉
皆
平
珍
。

(湘
衡
の
界
の
洞

陳
書
巻
九
欧
陽
領
伝
)

6

遷
衡
州
平
南
府
司
馬
、
破
黄
洞
蛮
有
功
。

(黄
洞
蛮

陳
書
巻

二
五
孫
場
伝
)

唐
時
代
に
続
く
黄
洞
蛮
の
六
朝
時
代
に
お
け
る
活
動
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

7

長
沙
郡
、
又
雑
有
夷
艇
。
名
日
莫
径
。
自
云
其
先
祖
有
功
、
常
免
径
役
、
故
以
為
名
。
其
男
子
但
着
白
布
揮
杉
、
更
無
巾
袴
。
其
女
子
青
布

杉
、
班
布
裾
、
通
無
鮭
属
。
婚
嫁
用
鐵
鈷
鋳
為
聰
財
。
武
陵
、
巴
陵
、
零
陵
、
桂
陽
、
澄
陽
、
衡
山
、
煕
平
皆
同
焉
。
其
喪
葬
之
節
、
頗
同
於

諸
左
云
。

(
隋
書
巻
三

一
地
理
志
下
)

武
陵
は
現
湖
南
省
常
徳
西
、
巴
陵
は
洞
庭
湖
沿
岸

の
現
湖
南
省
岳
陽
市
、
零
陵
は
湘
水
上
流

の
現
湖
南
省
零
陵
、

澄
陽
は
洞
庭
湖
西
岸
の
現

湖
南
省
澄
陽
、
衡
山
は
現
湖
南
省
衡
陽
、
煕
平
は
湖
南
広
東
省
境

の
現
広
東
省
連
県
に
そ
れ
ぞ
れ
治
が
あ

っ
た
。
こ
の
記
事
は
湖
北

・
状
況
12

の
⑦

の
記
載

に
つ
い
で
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
莫
径

に
つ
い
て
の
記
述
内
容
に
は
、
1
で
み
た
水
上
生
活
民
た
る
蛋
族
と
は
や
や
異

質
な
も
の
を
感
じ
る
。

状

況

1

天
門
漢
中

(湖
南
省
慈
利
西
)
令
宋
矯
之
樒
賦
加
重
。
蛮
不
堪
命
。

(宋
書
巻
九
七
荊
雍
州
蛮
伝
)



浬

中
は
現
湖
南
省
慈
利

の
西
、
武
陵
山
の
北
麓
、
浬
水
の
流
域

に
あ

っ
た
。
こ
の
記
事
は
当
時
蛮
に
も

「揺
」
賦
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2

尋
為
安
遠
護
軍
、
武
陵
内
史
。
時
沈
仮
之
責
販
。
…
…
酉
渓
蛮
王
田
頭
擬
…
…
発
気
死
。
其
弟
婁
侯
纂
立
。
頭
擬

子
田
都
走
僚
中
。
於
是
蛮

部
大
乱
、
抄
略
平
民
。
…
…
田
都
自
僚
中
請
立
。
…
…
命
田
都
継
其
父
。
蛮
衆
乃
安
。

(南
斉
書
巻

二
二
薫
疑
伝
)

安
遠
護
軍
に
つ
い
て
は
准
南

・
状
況

2
で
述

べ
た
。
右
は

「蛮
王
」
の
冊
立
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
南
斉
書
巻
五
八
蛮
伝

に
、
「宋
世
封
西
陽
蛮
梅
轟
生
為
高
山
侯
、
田
治
生
為
威
山
侯
、
梅
加
羊
為
拝
山
侯
。
太
祖
即
位
、
有
司
奏
、
蛮
封
応

在
解
例
。
参
議
以
、
戎
夷

疏
爵
、
理
章
列
代
。
酋
豪
世
襲
、
事
柄
前
葉
。
今
震
暦
改
物
、
旧
冊
杓
降
、
而
梅
生
等
保
落
奉
政
、
事
須
縄
総
、
恩
命
升
賛
、
有
異
常
品
。
謂

宜
存
名
以
訓
殊
俗
。
詔
、
特
留
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
該
時
代

に
は
侯
の
蛮
封
も
あ

っ
た
。
賑
は
蛮
に
課
せ
ら
れ
る
税
の

一
種
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
か
つ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る

(拙
稿

「六
朝
期

に
お
け
る
蛮

の
漢
化
に
つ
い
て
」
史
淵

一
一
八
輯
、

一
九
八

一
年
)
。
因
み
に
、

販
は
本
節
・分
布
1
で
み
た
蛋
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
桑
原
六
郎
氏
が
前
掲
論
考

一
〇
頁

に
お
い
て
、
「螢
の
意
義

に

つ
い
て
、
徐
松
石
氏
は

「川
演
憧
族
称
河
為
D
a
a
n唐
焚
緯
蛮
書
課
為
賎
字
。
現
時
広
西
憧
人
則
呼
河
為
D
a
h
為
D
a
蛋
字
蛋
字
敗
字
乃
係
同

意
異
訳
」
(男
江
流
域
人
民
史
、
頁

一
五
二
)
と
云
つ
て
居
る
。
河
に
対
す
る
蛮
語
を
見
る
に
、
鳥
居
博
士
、
苗
族
調
査
報
告

に
、
…
…
と
あ

る
。

ま
た
、
F
.
M
.
S
a
v
i
n
a

氏

の
苗
仏
辞
典

に
…
…
従

っ
て
螢
は
徐
松
石
氏
の
説

の
如
く
河
の
意
味

か
も
し
れ
ぬ
。
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、

蛋
1ー
タ
ン
H
河
の
理
解
が
存
在
す
る
こ
と
、
蛮
書
巻

一
〇
に
、
「川
謂
之
販
。
」
と
あ

っ
て
タ
ン
と
い
う
音
を
持

つ
字

は
数
多

い
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
と
さ
ら
に
こ
の
特
殊
な
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
等
か
ら
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

3

土
俗

(湖
南
省
衡
陽
の
)
山
民
有
病
、
輻
云
先
人
為
禍
、
皆
開
家
剖
棺
、
水
洗
枯
骨
、
名
為
除
崇
。
憲
之
曉
喩
、
為
陳
生
死
之
別
、
事
不
相

由
。
風
俗
遂
改
。

(梁
書
巻
五
二
顧
憲
之
伝
)

右
は
当
地
の
山
民
に
顧
憲
之
が

「奇
習
」
と
す
る
洗
骨
の
風
習
が
存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
洗
骨
に
は
死
体

の
前
処
置
と
し
て
の
風

化
処
置
、
土
化
処
置
な
ど
、
洗
骨
後

の
後
処
置
と
し
て
の
地
下
埋
葬
、
甕
棺
葬
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
存
在
す
る
が
、
3
の
な
か
に

「山
民

有
病
、
輯
云
先
人
為
禍
、
皆
開
家
剖
棺
、
水
洗
枯
骨
、
名
為
除
崇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祖
先

の
崇
を
除
く
た
め
に
行

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す

る
と
、
金
関
丈
夫
氏
が

「洗
骨
そ
の
も
の
が
祖
先

へ
の
供
養
と
考
え
ら
れ
、
貴
州
の

〈洗
骨
苗
〉
や
雲
南

の
ロ
ロ
の
よ
う
に
、
災
厄
あ
る
ご
と

に
祖

先
の
骨
を
掘
り
出
し
て
洗
う
こ
と
数
回
に
わ
た
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
災
厄
と
骨

の
よ
ご
れ
を

い
と
う
祖
先
の
不
満
と
の
間
に
因
果
関
係



を
認

め
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
L
(『世
界
大
百
科
事
典
』、
洗
骨
の
條
、
平
凡
社
刊
)
と
し
て
い
る
こ
と
と
重
な
り
あ
う
こ
と
と
な
り
興
味
深

い
。

ま
た
、
前
節
、
湖
北
・状
況
12
の
鼓
社
節
と
の
強

い
類
似
も
み
ら
れ
る
。
因
に
、
洗
骨
に
つ
い
て
は
L
I
N
G
,
S
.
S
.
T
h
e
 
B
o
n
e
-
W
a
s
h
i
n
g

 
B
u
r
i
a
l
 
C
u
s
t
o
m
 
a
n
d
 
A
n
c
e
s
t
r
a
l
 
B
o
n
e
 
W
o
r
s
h
i
p
 
i
n
 
S
o
u
t
h
e
a
s
t
 
A
s
i
a
 
a
n
d
 
A
r
o
u
n
d
 
t
h
e
 
P
A
c
i
f
i
c
.
 
A
n
n
a
l
s
 
o
f
 
A
c
a
d
e
m
i
a
 
S
i
n
i
c
a
,

I
I
,
1
,
1
9
5
5
.
 
F
R
E
E
D
M
A
N
<
M
.
L
i
n
e
a
g
e
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
 
i
n
 
S
o
u
t
h
e
a
s
t
e
r
n
 
C
h
i
n
a
,
L
o
n
d
o
n
 
1
9
5
8
.

・

金
子

エ
リ
カ

「琉
球
の
洗
骨

に
お
け
る
諸
問
題
」
(金
関
丈
夫
博
士
古
稀
記
念
委
員
会
編

『日
本
民
族
と
南
方
文
化
』

一
九
六
八
年
、
平
凡
社
刊
)
等
参
照
。

4

天
嘉
五
年

(五
六
四
年
)、
徴

(桂
州
刺
史
淳
干
量
)
為
中
撫
大
将
軍
、
常
侍
儀
同
鼓
吹
並
如
故
。
量
所
部
將
帥
、
多
恋
本
土
。
蛇
欲
逃
入
山

谷
、

不
願
入
朝
。
世
祖
使
江
州
刺
史
華
咬
、
征
衡
州
界
黄
洞
、
且
以
兵
迎
量
。
天
康
元
年

(五
六
六
年
)
至
都
。

(衡
州
黄
洞
蛮
と
の
つ
な
が
り

陳
書
巻

一
一
淳
干
量
伝
)

淳

干
量
は
梁
の
荊
州
刺
史
、
陳
の
護
軍
将
軍
な
ど
を
歴
任
し
た
重
臣

で
あ
る
が
、
右
は
彼
が
桂
州
刺
史
の
と
き
、
そ
の
配
下
の
兵
が
山
谷

へ

の
逃

亡
を
図
り
、
為
に
国
家
が
衡
州
の
黄
洞
蛮
を
討
伐
し
た
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
淳
干
量

の
配
下
に
は
衡
州
の
黄
洞
蛮
、
或
い
は
そ
れ
に

連
な
る
も
の
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

5

湘

州
刺
史
…
…
湘
川
地
多
所
出
、
所
得
蛇
入
朝
廷
、
根
運
竹
木
、
委
輸
甚
衆
、
至
干
油
密
捕
菜
之
属
、
莫
不
営
辮
。
又
征
伐
川
洞
、
多
致
銅

鼓

生
口
、
蛇
送
工J
京
師
。

(陳
書
巻

二
〇
華
咬
伝
)

6

湘

州
刺
史
…
…
叔
陵
日
日
暴
横
、
征
伐
夷
僚
、
所
得
皆
入
己
、
練
毫
不
以
賞
賜
。

(陳
書
巻
三
六
陳
叔
陵
伝
)

右

は
蛮
地
か
ら
徴
収
さ
れ
る
税
の
多
く
が
地
方
官
に
よ

っ
て
着
服
さ
れ
る
状
態
が
広
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
史
料
で
あ
る
。

後
掲

の
5
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

い
え
る
。

1

州

(道
州
)
産
徐
儒
、
歳
貢
諸
朝
。
城
哀
其
生
離
、
無
所
進
。
帝
使
求
之
。
城
奏
日
、
州
民
書
短
、
若
以
貢
、
不
知
何
者
可
供
。
自
是
罷
。

州
人
感
之
、
以
陽
名
子
。

(新
唐
書
巻

一
九
四
陽
城
伝
)

道

州
は
か
つ
て
の
零
陵
郡
の
地
、
現
在

の
湖
南
省
道
県
の
地
で
あ
る
。
こ
の
地
の
短
民
上
貢
と
蛮
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
影
宋
本

太
平
簑
宇
記
捕
閾
巻

一
一
六
、
江
南
道
、
道
州
の
條

に
、
「道
州
土
地
産
民
多
綾
。
毎
年
嘗
配
郷
戸
、
貢
其
男
、
号
為
倭
奴
。
唐
陽
城
為
刺
史
、

唐
宋
時
代
の
推
移



不
平
以
良
為
賎
。
又
欄
其
編
虻
歳
有
離
異
之
苦
。
乃
抗
疏
論
而
免
之
。
自
是
乃
停
其
貢
。
民
皆
頼
之
、
無
不
泣
荷
。
L
と
あ
る
記
事
な
ど
を
も
引

用
し

て
、
唐
代
の
湖
南
南
部
で
進
行
し

つ
つ
あ

っ
た
蛮
漢
両
者
間
の
融
合
の

一
端
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る

(拙
稿

「
六
朝
に
お
け
る
蛮

の
理

解
に

つ
い
て
の

一
考
察
i

山
越

・
蛮
漢
融
合

の
問
題
を
中
心
と
し
て
見
た
ー

」
『史
学
雑
誌
』
九
五
編
八
号

一
九
八
六
年
)。

2

妖

人
申
泰
芝
、
用
左
道
事
李
輔
国
、
擢
諌
議
大
夫
。
置
軍
郡
道
二
州
間
、
以
泰
芝
総
之
。
納
群
蛮
金
、
賞
以
緋
紫

、
出
楮
中
詔
書
、
賜
衣
示

之
。
群
蛮
休
於
賞
、
而
財
不
足
、
更
為
剥
掠
、
而
吏
不
敢
制
。

(新
唐
書
巻

一
四
〇
呂
謹
伝
)

右

は
、
唐
代
湖
南

の
郡
州
、
道
州
に
お
け
る
蛮

の
動
き
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

3

朗

州
武
陵
人
雷
満
者
、
本
漁
師
、
有
勇
力
。
…
…
詔
授
朗
州
兵
馬
留
後
。
…
…
石
門

(湖
南
省
石
門
)
胴
酋
向
壊

聞

(雷
)
満
得
志
、
亦
集

夷
僚
数
千
、
屠
殺
牛
労
衆
。
操
長
刀
柘
弩
、
冠
州
県
、
自
称
朗
北
團
。
陥
澄
州

(湖
南
省
臨
澄
東
)、
殺
刺
史
呂
自

牧
、
自
称
刺
史
。
…
…
向

壌

召
梅
山
十
桐
糠
、
断
郡
州

(湖
南
省
郡
陽
市
)
道
…
…
是
時
、
道
州
蛮
酋
察
結
、
何
庚
、
衡
人
楊
師
遠
、
各
拠

州
叛
。
…
…

(新
唐
書

巻

一
八
六
郵
庭
訥
伝
)

右

は
唐
代
の
湖
南
に
お
け
る
蛮
酋
活
動
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
雷
満
は
、
新
五
代
史
巻
四

一
雷
満
伝
に
、
「雷
満
、
武
陵
人
也
。
為
人
兇
桿

橋
勇
、
文
身
断
髪
。
唐
広
明
中
、
湖
南
飢
、
盗
賊
起
。
満
同
里
人
区
景
思
、
周
岳
等
、
聚
諸
蛮
数
千
、
…
…
号
土
団
軍
。
諸
蛮
従
之
、
推
満
為

帥
。

…
…
昭
宗
以
澄
、
朗
為
武
貞
軍
、
拝
満
節
度
使
。
是
時
、
澄
陽
人
向
理
殺
刺
史
呂
自
牧
拠
澄
州
、
而
漢
洞
諸
蛮

宋
郭
昌
、
師
益
等
到
掠
湖

外
。
満
亦
以
軽
舟
上
下
荊
江
、
攻
劫
州
県
。
…
…
天
祐
中
、
満
卒
、
子
彦
恭
自
立
。
」
と
あ
り
、
旧
五
代
史
巻

一
七
雷
満
伝
に
、
「雷
満
、
武
陵

洞
蛮

也
。
…
…
満
貧
臓
惨
毒
、
蓋
非
人
類
。
…
…
酒
酎
対
客
、
即
取
鑓
中
宝
器
、
乱
榔
子
潭
中
、
因
自
槻
其
衣
、
裸

露
其
文
身
、
遽
躍
入
水
底
、

偏
取
所
榔
宝
器
、
戯
弄
干
水
面
。
久
之
方
出
、
復
整
衣
就
座
。
其
誰
誕
如
此
。
及
死
、
子
彦
恭
継
之
。
蛮
螢
狡
檜
、
深
有
父
風
。
…
…
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
蛮

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
梅
山
は
梅
山
蛮

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
梅
山
蛮
に
つ
い
て
は
後
掲
史
料
9
参
照
。

4

詣
書
言
情
日
、
…
…
居
蛮
夷
中
久
。
…
…
意
緒
殆
非
中
国
人
也
。
楚
越
間
、
声
音
特
異
、
鳩
舌
陣
課
…
…

(新
唐
書
巻

一
六
八
柳
宗
元
伝
)

右

は
柳
宗
元
が
左
遷
さ
れ
、
永
州

(湖
南
省
零
陵
)
司
馬
と
な

っ
て
い
た
と
き
の
湖
南
南
部
の
永
州
の
状
況
を

つ
た
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
鳩

舌
」

は
孟
子
巻
五
縢
文
公
章
句
に
、
「南
蛮
躾
舌
之
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蛮
の
発
声
の

「異
常
さ
」
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。

5

激
州
蛮

(湖
南
省
胎
陽
)
張
伯
靖
殺
吏
、
拠
辰

(湖
南
省
況
陵
)
錦
州

(湖
南
省
朝
陽
西
)、
連
九
洞
自
固
。
詔
綬
進
討
。
綬
勒
兵
出
次
、
遣



將
齎
激
開
曉
。
群
蛮
悉
降
。

(新
唐

書
巻

一
二
九
嚴
綬
伝
)

右

は
唐
代
湖
南
東
部
の
蛮
の
活
動
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
唐
時
代
の
史
料
で
あ
る
。

6

北

江
蛮
酋
最
大
者
日
彰
氏
。
世
有
渓
州
、
州
有
三
、
日
、
上
中
下
渓
。
又
有
龍
賜
、
天
賜
、
忠
順
、
保
静
、
感
化
、
永
順
州
六
、
酪
、
安
、

遠
、
新
、
給
、
富
、
来
、
寧
、
南
、
順
、
高
州
十

一
、
総
二
十
州
、
皆
置
刺
史
、
而
以
下
渓
州
刺
史
兼
都
誓
主
、
十

九
州
皆
隷
焉
。
謂
之
誓
下

州
。

(宋
史
巻
四
九
三
、
蛮
夷

一
、
西
南
渓
洞
蛮
伝
上
)

右

は
北
宋
時
代

の
北
江
蛮
に
つ
い
て
の
記
述

で
あ
る
。
当
時
、
北
江
蛮
は
澄
水
、
況
水
流
域
か
ら
そ
の
西
北
方
面

に
居
住
し
て
い
た
。
そ
の

中
心

、
下
渓
州

(会
渓
城
)
は
湖
南
省
況
陵
県
西
北
四
〇
㎞
に
あ

っ
た
。
ほ
ぼ
現
在
の
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
に
あ
た
る
。
な
お
、
以
下
は

宋
代

の
史
料
で
あ
る
。

7

(大
中
祥
符
)
三
年

(
一
〇

一
〇
年
)
澄
州
言
、
慈
利
県
蛮
、
相
讐
劫
。
知
州
劉
仁
覇
、
請
率
兵
定
之
。
上
恐
深
入
蛮
境
、
使
其
疑
耀
、
止
令

仁
覇
宣
諭
詔
旨
。
遂
皆
感
服
。

(宋
史
巻
四
九
三
、
蛮
夷

一
、
西
南
渓
桐
蛮
伝
上
)

慈
利
県
は
澄
州
の
属
県
。
現
湖
南
省
慈
利
県

に
そ
の
治
が
あ

っ
た
。
慈
利
県
の
東
に
は
状
況
1
で
み
た
天
門
漢
中
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ

は
南
北
朝
時
代
の
天
門
郡
の
地
で
あ
る
。

8

南
江
諸
蛮
、
自
辰
州
達
干
長
沙

・
郡
陽
、
各
有
渓
嗣
、
日
叙
、
日
峡
、
日
中
勝
、
日
元
、
則
飾
氏
居
之
。
日
奨
、
日
錦
、
日
酪
、
日
晃
、
則

田
氏
居
之
。
日
富
、
日
鶴
、
日
保
順
、
日
天
賜
、
日
古
、
則
向
氏
居
之
。
釘
氏
則
徳
郭
、
徳
言
、
君
彊
、
光
銀
、
田
氏
則
処
達
、
漢
環
、
漢
希

漢
能
、
漢
権
、
保
全
、
向
氏
則
通
漢
、
光
普
、
行
猛
、
永
豊
、
永
暗
、
皆
受
朝
命
。
自
治
平
末

(治
平
は

一
〇
六
四
～
六
七
年
)
光
銀
入
貢
。

故
事
、
南
江
諸
蛮
、
亦
隷
辰
州
貢
進
。
…
…
南
江
州
桐
悉
平
。
遂
置
況
州
、
以
酪
州
新
城
為
治
所
。

(宋
史
巻
四
九
三
、
蛮
夷

一
、
西
南
渓
嘱
蛮
伝
上
)

南
江
蛮
と
は
況
水
中
流
域
に
居
住
し
た
蛮
を
指
す
。
辰
州
は
現
在
の
湖
南
省
況
陵
県
、
況
州
は
湖
南
省
韮
江
県
に
あ

っ
た
。

9

梅
山
嘱
蛮
、
旧
不
與
中
国
通
。
其
地
東
接
潭
、
南
接
郡
、
其
西
接
辰
、
其
北
接
鼎
澄
、
而
梅
山
居
其
中
。

(宋
史

巻
四
九
四
梅
山
桐
條
)

梅
山
と
は
、
湖
南
省
安
化
県
の
西
南
、
新
化
県
に
接
す
る
資
水
流
域
の
地
域
を
指
す
。
安
化
は
下
梅
山
、
新
化
は
上
梅
山
と
呼
ば
れ
、
梅
山

蛮
が
集
居
し
た
。
益
陽
県
志
巻

=

武
備
に
、
北
宋
神
宗
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、
「煕
寧
五
年

(
一
〇
七
二
年
)
、
益
陽
梅
山
蛮
降
。
」
と
あ

り
、
新
化
県
志
巻
二
形
勢
に
、
「梅
山
蛮
納
土
、
置
新
化
安
化
二
県
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宋
の
時
代

に
な

っ
て
始
め
て
服
属
し
、
こ
の
地
に
郡



県
が
お
か
れ
た
。

10

誠
徽
州
、
唐
渓
胴
州
、
宋
初
楊
氏
居
之
。
号
十
桐
首
領
、
以
其
族
姓
散
掌
州
桐
。
…
…
太
平
興
国
四
年

(九
七
九
年
)
、
首
領
楊
悪
始
来
内

附
。

五
年
、
楊
通
宝
始
入
貢
。
命
為
誠
州
刺
史
。
…
…
崇
寧

(
一
一
〇
二
～
〇
六
年
)
初
、
改
誠
州
為
靖
州
。

(宋
史
巻
四
九
四
、
蛮
夷
二
、
誠
徽
州
條
)

誠

徽
州
蛮
は
況
水
上
流
に
あ

っ
た
。
靖
州
は
、
湖
南
省
靖
県
に
治
が
あ

っ
た
。

H

(開
宝
)
八
年

(九
七
五
年
)
五
月
詔
郡
州
武
崩
等
三
県
、
潭
州
長
沙
等
七
県
、
応
遭
山
洞
賊
劫
人
戸
、
去
年
欠
税

租
及
今
年
夏
税
、
並
與
除

放
。

(宋
会
要
輯
稿

食
貨
七
〇
之

一
五
五
)

郡
州

(湖
南
省
郡
陽
)
に
蛮
が

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
7
で
も
述

べ
た
。
武
商
と
は
、
湖
南
省
南
部

の
武
岡
で
あ
る
が
、
宋
史
巻
四
九
四
西

南
渓

桐
蛮
伝
下
、
紹
興
三
年

(
一
=
三
二
年
)
の
條
に
は
、
「紹
興
三
年
、
臣
僚
言
、
武
岡
軍
渓
胴
、
旧
嘗
集
人
戸
為
義
保
。
蓋
其
風
土
習
俗
、

服
食

…機
械
、
悉
同
洞
人
。
故
可
為
彊
場
桿
蔽
。
…
…
」
と
み
え
る
。

12

(乾
道
)
十
年

(
一
一
七
四
年
)
四
月
全
州
上
言
、
本
州
密
迩
渓
胴
。
…
…
故
遊
民
悪
少
之
棄
本
者
、
商
旅
之
避
征
税
者
、
盗
賊
之
亡
命
者
、

往
往
由
之
、
以
入
葦
為
淵
薮
、
交
相
鼓
扇
、
深
為
辺
患
。

(宋
史
巻
四
九

四
西
南
渓
洞
蛮
伝
下
)

全
州
は
現
広
西
壮
族
自
治
区

に
属
し
、
湖
南
省
に
接
す
る
が
、
当
時
は
荊
湖
南
路
に
属
し
て
い
た
。

13

慶

暦
三
年

(
一
〇
四
三
年
)
桂
陽
監
、
蛮
揺
内
冠
。
詔
発
兵
捕
撃
之
。
蛮
揺
者
居
山
谷
間
。
其
山
自
衡
州
常
寧
、

属
干
桂
陽
、
椰
、
連
、
賀
、

紹
、
環
紆
千
余
里
。
蛮
居
其
中
、
不
事
賦
役
。
謂
之
揺
人
。
初
有
吉
州
巫
黄
捉
鬼
、
與
其
兄
弟
数
人
、
皆
習
蛮
法
、
往
来
常
寧
、
出
入
渓
桐
。

…
…
出
桂
陽
藍
山
県
華
陰
燗
…
…
蛮
所
至
殺
掠
居
民
、
縦
火
劫
財
物
、
被
害
者
甚
衆
。
…
…
是
時
湖
湘
騒
動
、
兵
不
得
息
。
:
…
・

(宋
史
巻
四
九
三
、
蛮
夷

】
、
西
南
渓
桐
蛮
伝
上
)

衡
州
常
寧
は
衡
州
南
部

の
属
県
、
現
在

の
常
寧
県
で
あ
る
。
桂
陽
は
そ
の
衡
州

に
南
接
し
、
監
が
置
か
れ
て
い
た
。
椰
州
は
そ
の
桂
陽
監
に

東
接

し
、
現
梛
州
市
に
治
が
あ

っ
た
。
宋
史
巻
四
九
四
西
南
渓
桐
蛮
伝
下
、
嘉
定
元
年

(
一
二
〇
八
年
)
の
條
に
、

「榔
州
黒
風
嗣
人
羅
世
伝
冠

辺
。
飛
虎
統
制
、
辺
寧
戦
没
。
江
西
湖
南
驚
擾
。
…
…
。

二
年
、
李
元
砺
、
羅
孟
二
、
冠
江
西
…
…
」
と
あ
る
よ
う

に
、
榔
州
は
黒
風
呵
の
乱

の
拠
点
と
な
る
。
黒
風
嗣
の
乱
は
、
本
稿
第
五
節
江
西

の

「唐
宋
時
代
の
推
移
」
4
、
5
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
湖
南
、
江
西
、
安
徽
、
広
東

を
も
巻
き
込
ん
だ
大
乱

で
あ

っ
た
。

(黒
風
桐
の
乱
に
つ
い
て
は
李
榮
村

「
黒
風
桐
攣
齪
始
末
ー
南
宋
中
葉
湘
零
輯
間
桐
民
的
攣
齪
」

(歴
史
語



言
研
究
所
集
刊
四

一
本
の
三
、

一
九
六
九
年
)
と
題
す
る
専
論
が
あ
る
。
)
連
州
、
賀
州
、
詔
州
は
い
ず
れ
も
湖
南
省

に
隣
接
す
る
広
東
、
広
西

の
州

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
12
の
記
事
か
ら
は
北
宋
時
代
の
湖
南
南
西
部

の
蛮
の
分
布

の
具
体
的
状
況
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
因

み
に
、
12
は
そ
の
分
布
の
起
点
を
衡
州
常
寧

に
お
い
て
い
る
が
、
大
明

一
統
志
巻
五
七
、
衰
州
府
、
山
川
の
條

に
、
「武
功
山
…
…

(南
)
宋
紹

興
間

(
一
=
二
一
～
六
二
年
)
洞
冠
狙
籔
路
分
、
趙
戸
方
領
兵
剰
捕
干
此
、
因
名
武
功
。
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
分
布
は
さ
ら
に
北

西
に
伸
び
、
武
功
山
区
に
及
ぶ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
5
～
12
に
か
け
て
宋
代
に
お
け
る
蛮
の
分
布
を
追

っ
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
当
時

に
お
け
る
湖
南
省
の
地
に
は
、
長
沙
を
中
心
と

し
た
地
域
、
及
び
湘
水
の
流
域
を
除
く
、
当
時
に
お
け
る
山
地
地
帯

の
ほ
ぼ
全
域

に
わ
た

っ
て
蛮

の
分
布
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と

を
簡

明
に
示
し
て
、
宋
会
要
輯
稿
、
蕃
夷
五
之

一
〇
二
の
南
宋
寧
宗
嘉
泰
三
年

(
一
二
〇
三
年
)
の
條
に
、

正
月
十
二
日
前
知
潭
州
湖
南
安
撫
趙
彦
励
言
、
湖
南
九
郡
、
皆
与
漢
洞
相
接
、
其
地
闊
遠
、
南
接
二
廣
、
北
連
湖
右
。
其
人
狼
子
野
心
…
…

越

界
生
事
、
為
害
不
細
。
…
…

と
あ

る
。
こ
こ
に
み
え
る
九
郡
は
、
宋
史
巻
八
八
地
理
志
、
荊
湖
南
北
路
、
南
路
の
條
に
、

南
路
、
州
七
、
潭
、
衡
、
道
、
永
、
郡
、
椰
、
全
、
軍

一
、
武
岡
、
監

一
、
桂
陽
、
県
三
十
九
。

と
み
え
る
潭
州
、
衡
州
、
道
州
、
永
州
、
郡
州
、
椰
州
、
全
州
、
武
岡
軍
、
桂
陽
監
を
さ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
宋
代
の
荊
湖
南
路
を
構
成
す

る
全

て
の
州

に
蛮
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
右
の
史
料
は
伝
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
先
に
個
々
の
州
に
つ
い
て
具
体
的

に
考
察
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
知
り
得
た
事
柄
を
右
は
簡
明
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
、
即
ち
唐
時
代
、
或

い
は
本

稿

で
主
た
る
関
心
を
よ
せ
て
い
る
六
朝
時
代
に
お
け
る
蛮
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
極
め
て
重
大
の
意
味
を
持

っ
て

い
る
と
さ
れ
よ
う
。


